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９．事務機器

中国の事務機市場概況
中国の事務機器（OA機器）市場は、2008年のリーマン

ショック時に一時的に成長が落ち込んだ。その後、内陸を中
心とした中国政府の積極的な投資により順調に回復し、2012
年以降の中国経済減速で一時的に鈍化したが、その後は堅
調に推移している。習近平政権の「新常態（ニューノーマル）」
政策により経済の構造改革が行われ、投資主導から消費主
導への路線変換がうたわれていることも成長を後押してい
る。この度の新型コロナウイルス感染症の影響で2020年前
半は前年を下回る状況ではあったが、同年6月から上昇傾向
となり2020年末にはほぼ前年近くまで回復してきている。中
国の事務機器（OA機器）市場は、欧米と比較すると中期的に
はまだ成長が期待できる巨大市場であり、今後も事務機メー
カー各社は重要市場として注力していくであろう。中国の事
務機器（OA機器）市場の特徴としては、商品セグメントに関
し、低価格セグメントのモノクロ機が主流であることが挙げ
られる。近年はカラー機の低価格化が進んできており、カ
ラー低速機の販売が年2ケタの割合で成長している。しかし、
アフターマーケット（トナー、インク、パーツ）は、模倣品等の
影響により、他国とは異なり純正消耗品販売が市場のマシン
販売数の増加に連動して伸びないという状況に直面してお
り、各OA機器メーカーともさまざまな対策を長年に渡って講
じているが効果の兆しが見えてきておらず、苦労している。

多様な販売ルート
OA機器の販売ルートに関しては、メーカーの直接販売もあ

れば、代理店を通じた販売もある。中国は国土が広く、直接販
売は概ね沿岸部の大都市が中心であり、内陸部は代理店を通
じて販売する傾向にある。代理販売においてもエンドユーザー
に直接販売する場合と、さらに二次卸店などの代理店を通し
て販売する場合に分けられる。また、電脳城とよばれる電気街
での店頭販売や、営業担当やサービス担当を抱え直接エンド
ユーザーに訪問して顧客対応をする訪問販売など多種多様な
販売ルートでOA機器が販売されている。近年ではEコマースも
重要な販売ルートとして確固たる地位を築きつつある。

PP印刷分野の拡大
各OA機器メーカーはProduct PrintingまたはProfessional 

Printing（以下PP）と呼ばれる、高速・高品質・大量印刷分野
にも積極的に進出している。かつてオフセット印刷が担ってい
たこの分野は、デジタル化に伴い、OA機器メーカーが得意とす
る電子写真方式により拡大しつつある。このPP印刷分野、特に
企業内印刷、グラフィックアートなどの分野に各社が積極的に
市場進出、事業拡大をしており、OA機器業界のトレンドとなり
つつある。近年は産業用印刷の分野にもOA機器メーカーが進
出し、ますますオフセット印刷領域への浸透を図っている。

顧客ニーズの多様化
中国経済の発展に伴い、OA機器分野に対するエンドユー

ザーのニーズも多様化してきた。例えば、印刷環境の分析と

デバイスの適正配置によるTCO削減、ICカード認証と連携し
たセキュリティ管理、PCやサーバーなども含めた総合的なIT
環境ワンストップサービスなど、日本や欧米諸国と同じような
オフィス環境を求めるエンドユーザーも増加傾向にある。各
社OA機器の機能がコモディティ化を迎えている背景もあり、
メーカーは従来のOA機器単体の販売（いわゆる箱売り）から
の脱却を図り付加価値の創出に奔走している。また、政府系
顧客や中資系大手企業では、全国統括購買を採用する企業も
徐々に増えてきた。購買仕様に比較的複雑なシステム構築を
求める入札案件も増え、各メーカーには高度な案件対応、アフ
ターサポートの体制作りが求められるようになっている。

中国事務機市場の特徴と問題点
中古機市場：本体販売への影響
中国のOA機器市場において特徴的な点が中古機販売ビジ

ネスである。中古機販売のルートは、海外からの中古機の輸入
再生による販売、また国内機器の回収による再販があげられ
る。特に後者の国内機器回収については商流が多種多様で、代
理店の独自回収による再生販売、専門の中古機業者を介した
販売など、長年にわたり確固たる販売網が確立されつつある。
中古機市場については統計として正確なデータはないが、新品
のOA機器市場と同等もしくはそれ以上の市場規模があるとも
言われている。また、近年はOA機器本体にスピードアップなど
を施す改造機の存在もあり、純正のOA機器販売に影響を与え
ている。本体販売への影響は結果的にアフターマーケットビジ
ネスにも影響を及ぼすため、各OA機器メーカーともこの中古
機市場の動向については非常に注視している。

中国政府は環境対策として、企業に対して生産、販売およ
び回収まで含めた製品サイクルへの対応を求めており、廃棄
電器電子製品回収処理管理条例（いわゆる中国版WEEE）が
OA機器本体に適用された。条例の施行に伴い、各OA機器メー
カーの社会的責任が増していくと同時に、既に確立されてい
る中古機業者と処理業者、回収業者との間の法整備などは、
今後検討が必要になっていくことが予想される。

模倣品の存在：アフターマーケットビジネスへの影響
OA機器市場は、機器の販売とそれに伴うアフターサービス

のビジネスが中心であるが、中国ではトナーやインク、パーツな
どの消耗品に関し模倣品等の影響が大きく、日本や欧米諸国
と比較するとアフターマーケットで売上および収益を上げるこ
とが大変難しい状況にある。執行機関の摘発活動の強化や法
制度の整備等により、公然と模倣品を製造販売する業者は減
少しているものの、模倣品自体はいまだ市場に存在している。
最近は模倣業者の分業化、巧妙化に加えてEコマース市場の
拡大もあり、従前に比較して摘発活動の難易度は上がってい
る。また、日本や欧米諸国では一般的に採用されているOA機
器のメーターチャージ保守契約は、特に中資系企業において
獲得が難しく、各OA機器メーカーの安定したアフターサービ
スビジネスに大きく影響を与えている。

製品に対する純正消耗品比率は各社および商品セグメント
により多少異なると思われるが、中長期での企業収益、事業
基盤の安定のためには、その比率を向上させることがカギと
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なることは間違いない。特に中国市場では低価格機種が需要
の半分以上を占めており、厳しい価格競争の中、OA機器本体
で利益をあげることが難しくなってくる傾向にあり、アフター
サービスによる安定収益獲得の重要性が増している。

中国事務機市場の将来
今後の成長と展開
中国のOA機器市場は、中長期的にみれば、先進市場と比較

しても巨大な市場である。現状は低価格なモノクロ低速機が
主流の市場ではあるが、過去の先進国と同様、経済の発展に
伴い、次第にモノクロ中速機、およびカラー機比率が上昇する
ことが期待される。現に昨今の中国も例外ではない市場変化
を見せつつあり、各OA機器メーカーはモノクロ中速機、カラー
機の販売、またソフトウェアなどのソリューションを組み合わ
せた付加価値商談の提供に注力している。

また、中国国内におけるWeChatをはじめとしたSNSやEコ
マースの急速な普及に伴い、メーカー各社の販売やマーケ
ティングの手法には市場への柔軟な対応が求められている。
中国は前述のWeChatを用いたWeChatPayment(微信支付)や
AliPay(支付宝)など、モバイル決済に関して世界一の利用者
数を誇っている。OA機器の基本機能がコモディティ化し、価
格競争が激化する中、人件費の高騰によりアフターマーケット
ビジネスの全体的な収益性低下も避けられない。モバイル決
済による印刷料金支払いへの対応など、付加価値提供による
差別化が今後のOA機器業界のトレンドとなっていくと思われ
る。日系企業は以上のような産業・市場認識の下、日々ビジネ
スに取り組んでいるが、その中で直面している問題・建議とし
て、以下の内容を中国政府に改善要望したい。

＜建議＞
①製品標識標注規定廃止に対する代替措置
・	同規定の廃止に伴い、産品質量法に従うと輸入製
品についても国内製品と同様の記載が必要になっ
ている。例えば、生産工場の名称と住所を記載す
る必要があるが、国外生産委託製品の場合、委託
先の工場名や国外の住所を記載するよりも、標注
規定で許されていた輸入業者または販売者の情
報を代替として記載する方が消費者にとっては有
意義と考えられる。製品標識標注規定廃止に対す
る代替措置の検討を要望する。

②廃棄電器電子産品回収処理管理条例
・	事務機製品は、一般消費者向けの製品とは異な
り、大規模な中古品市場が既に確立しており、本
体製造・販売企業による回収が困難な状態であ
る。かつ国外からの横流れ製品もあり、実態の把
握も困難である。その中古事務機製品の回収業
者、販売業者、処理業者などは、利用価値の高い
製品や部品を扱っており、補助金がなくともそれぞ
れで利益を得ているため、過度な補助金支給は不
要である。基金額の設定方法や利用用途について
は、制度の改善につながるよう透明性のある実態

の説明や情報公開の法制化を要望する。

③電器電子産品有害物質制限使用管理弁法
・	合格評定制度は正式運用が開始されているが、電
池については技術的にも別途規定し、製品としても
部品としても対象目録から除外し、EUなど他国の
制度と整合性を取っていただくことを要望する。

④模倣品（消耗品）取り締まり
・	知的財産立国を目指す方針に基づき、行政による
模倣品の取り締まりは強化の方向にあるものの、
依然として模倣品（消耗品）が多く存在している。
近年では模倣品製造の組織化・分業化が進んでい
る。模倣品は複数の部品を組み立て完成させるが、
トナーやインクボトルのプラスチック成型専門工場
や、そのボトルにトナーやインクを充填するだけの
工場がある。プラスチック成型専門工場は、ボトル
自体は大変低額であるため、これらが押収されても
経営に影響がなく、すぐに製造を再開でき、懲罰的
効果が低く、再犯が起きやすい。一方で、プラスチッ
ク成型の金型は高価であり、金型の製造自体に時
間がかかる。懲罰的効果を高め、再犯を防止するた
めにも、トナーボトルやインクボトルのプラスチック
成型用の金型を押収するよう要望する。また、中国
で生産される模倣品が海外へ輸出されることによ
り、海外市場での模倣品流通を助長する恐れもあ
る。特に、「一帯一路」政策で海外への輸出ルート
や輸出量の拡大も懸念される。実際に欧州で模倣
品として差し止められた製品の出荷元の多くは中国
および香港であるとするEUの報告もある。税関に
よる模倣品輸出取り締まり強化を要望する。

⑤改造機の取り締まり
・	事務機器の改造機は、外観の名称変更による虚偽
表示から、事務機本体のコントローラーの改造に
よるスピードアップや機能の追加など多岐に渡る。
改造方法は、年々巧妙化しており、組織的に改造
を専門とする業者も存在しており、消費者は正規
品であるか判断できないものが多い。消費者保護
のためにも、引き続き改造業者の取り締まり強化
を要望する。

⑥技術標準・製品認証
・	低炭産品、生態設計産品、緑色設計産品、緑色産
品等新しい標準の検討が始まっているが、一方で
従来からある標準も存続しており、企業にとって
は対応すべき標準が次々と増え、負荷が大きくな
る事が懸念される。他の標準の内容とも調整をと
り、計画的に整理・集約を進めていただくことを要
望する。また、新たな標準を施行する際は十分な
準備期間をとっていただくことを要望する。

・	異なる認証で同一内容の試験が要求されている。
例えばCCC認証とNAL認可を両方取得する場合、
EMC試験とサージ試験が双方で要求されており
二度同じ試験が行われている。試験費用も二重に
かかっており企業に不要な負荷がかかっているた
め、各認証間で試験結果の共有使用を許可するよ
う要望する。




